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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第63期

第１四半期連結
累計期間

第64期
第１四半期連結

累計期間
第63期

決算年月
自2022年４月１日
至2022年６月30日

自2023年４月１日
至2023年６月30日

自2022年４月１日
至2023年３月31日

売上収益 （百万円） 245,353 214,743 1,012,018

税引前四半期利益又は税引前利

益
（百万円） 6,849 8,519 23,036

当社株主に帰属する四半期（当

期）純利益
（百万円） 4,442 5,139 13,832

当社株主に帰属する四半期（当

期）包括利益
（百万円） 4,866 5,633 14,200

株主資本合計 （百万円） 146,338 155,656 152,961

資産合計 （百万円） 440,784 406,312 433,024

基本的１株当たり当社株主に帰

属する四半期（当期）純利益
（円） 39.35 45.54 122.54

希薄化後１株当たり当社株主に

帰属する四半期（当期）純利益
（円） － － －

株主資本比率 （％） 33.20 38.31 35.32

営業活動によるキャッシュ・フ

ロー
（百万円） 3,995 8,733 34,799

投資活動によるキャッシュ・フ

ロー
（百万円） △3,599 13,323 △3,190

財務活動によるキャッシュ・フ

ロー
（百万円） 3,345 △17,688 △37,747

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高
（百万円） 41,926 36,437 32,013

（注）１．当社及び子会社（以下「当社グループ」という。）は、国際会計基準（以下「IFRS」という。）に基づいて

連結財務諸表を作成しております。

２．当社は要約四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記

載しておりません。

３．希薄化後１株当たり当社株主に帰属する四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載

しておりません。

４．金額は、百万円未満を四捨五入して記載しております。

 

２【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループが営む事業の内容について、重要な変更はありません。

また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　　　当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は、前事業年度の有価証券報告書に記載

した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

 

（１）財政状態の分析

（単位：百万円）

 2023年３月末 2023年６月末 増減

資産合計 433,024 406,312 △26,712

負債合計 252,696 223,150 △29,546

資本合計 180,328 183,162 2,834

 

当第１四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末と比較して267億１千２百万円減少し、

4,063億１千２百万円となりました。これは主に、季節要因により営業債権が233億９千４百万円減少したことによ

るものです。また負債合計は、前連結会計年度末と比較して295億４千６百万円減少し、2,231億５千万円となりま

した。これは主に、季節要因により営業債務が177億５千９百万円減少したことと、社債及び借入金が110億８千７

百万円減少したことによるものです。資本合計は、当社株主に帰属する四半期純利益による51億３千９百万円増加

及び配当金支払いによる33億９千万円減少等により前連結会計年度末と比較して28億３千４百万円増加の1,831億

６千２百万円となりました。

 

（２）経営成績の分析

当第１四半期連結累計期間（2023年４月１日から2023年６月30日）における日本経済は、新型コロナウイルス感

染症の影響が緩和され、資源価格の高値圏推移による国内における石油製品や電力等のエネルギー価格の高騰は落

ち着きを取り戻しつつありますが、地政学リスクや為替の影響など将来の見通しについては引き続き不透明な状況

が続いております。

このような中、当社グループでは、2023年４月に中期経営計画『ENEX2030』を新たに策定いたしました。

 

中期経営計画の概要
 

１．計画名称：

　　　　

 

２．期間　　：８ヵ年（2023年度～2030年度）

 

３．中期経営計画『ENEX2030』概要：

１）目指す方向性

　①現場力の増強

・既存事業における顧客基盤の更なる充実と収益性の向上

・グループ・コミュニケーション向上、総合力を高め、現場力強化

②投資実行の加速

・投資推進体制の構築による投資の加速

・新規・戦略投資2,100億円

 

２）経営目標

　（財務指標）

①当期純利益200億円以上、②実質営業キャッシュ・フロー（※１）450億円、③ROE9.0%以上、

④新規戦略投資（８年累計）2,100億円

（非財務指標）

①GHG排出量50%以上削減（2018年度比 Scope1.2）、②女性採用比率30%以上、③女性管理職比率10%、

④男性育休取得率80%以上
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４．中期経営計画『ENEX2030 ‘23-‘24（2023-2024）』の概要

１）位置づけ：“2030年目指す姿”実現に向け、現場力強化、収益基盤強化により成長戦略実現への体制構築

 

２）主な取り組み：①現場力の強化　②投資実行体制の進化　③組織・人材の強化

 

３）経営目標

　（財務指標）

①当期純利益135億円（23・24年度）、②実質営業キャッシュ・フロー毎期350億円、

　③ROE8～9％（23・24年度）、④累計投資額600億円（内CAPEX160億円）

（株主還元）

連結配当性向40％以上を強く意識した上で、累進配当を実施

 

（※１）実質営業キャッシュ・フローとは、営業活動によるキャッシュ・フローから運転資金等を除いたものです。

 

以上の新たな中期経営計画のもと、事業を推進し、当第１四半期連結累計期間の経営成績は以下のとおりとなり

ました。

（単位：百万円）

 
2022年度第１四半期

連結累計期間

2023年度第１四半期

連結累計期間
増減

売上収益 245,353 214,743 △30,610

営業活動に係る利益 5,696 9,246 3,550

当社株主に帰属する四半期純利益 4,442 5,139 697

 

売上収益は2,147億４千３百万円（前年同期比12.5％の減少）となりました。これは主に、原油価格およびＬＰ

ガス価格の下落に伴う販売価格の下落によるものです。

営業活動に係る利益は92億４千６百万円（前年同期比62.3％の増加）、当社株主に帰属する四半期純利益は51億

３千９百万円（前年同期比15.7％の増加）となりました。これは主に、ホームライフ事業におけるＬＰガス輸入価

格の下落に伴う在庫単価変動の利幅への影響による減益があったものの、カーライフ事業における自動車ディー

ラー事業が堅調に推移したことと、大規模太陽光発電所（メガソーラー）の売却による一過性の利益（営業活動に

係る利益に与える影響は50億１千９百万円）があったことによるものです。

 

セグメント別の業績は、次のとおりであります。

 

①ホームライフ事業

（単位：百万円）

 
2022年度第１四半期

連結累計期間

2023年度第１四半期

連結累計期間
増減

売上収益 19,607 15,703 △3,904

営業活動に係る利益

又は損失（△）
410 △35 △445

当社株主に帰属する四半期純利益

又は損失（△）
931 △489 △1,420

 

［ＬＰガス事業］直売顧客軒数は新規顧客の獲得や営業権買収の推進により、約567千軒（前期末比約2千軒増加）

となりました。ＬＰガス販売数量は、平均気温が前年同期を上回ったことが影響し、前年同期をわずかに下回りま

した。

 

　当第１四半期連結累計期間の経営成績は以下のとおりです。

売上収益は157億３百万円（前年同期比19.9％の減少）となりました。これは主に、ＬＰガス輸入価格の連動に

よる販売価格が前年同期においては上昇傾向だった一方で、当第１四半期連結累計期間においては下落傾向にあ

り、前年同期との価格差が広がったことによるものです。
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営業活動に係る損失は３千５百万円（前年同期比108.5％の減少）、当社株主に帰属する四半期純損失は４億８

千９百万円（前年同期比152.5％の減少）と前年同期並みになりました。これは主に、ＬＰガス輸入価格の下落に

伴う在庫単価変動の利幅への影響によるものです。

 

②カーライフ事業

（単位：百万円）

 
2022年度第１四半期

連結累計期間

2023年度第１四半期

連結累計期間
増減

売上収益 132,133 139,218 7,085

営業活動に係る利益 1,773 2,056 283

当社株主に帰属する四半期純利益 1,039 1,045 6

 

［ＣＳ（※２）事業］ＣＳ数は前期末より８ヵ所減少し、1,602ヵ所となりました。石油製品の販売数量は、新型

コロナウイルス感染症による影響緩和で石油製品の需要が回復傾向にあり、前年同期を上回りました。

［自動車関連事業］自動車ディーラー事業を行っている子会社の大阪カーライフグループ㈱において、新車販売台

数が好調に推移しましたが、中古車販売台数が減少したことにより、全体の販売台数は前年同期を下回りました。

 

　当第１四半期連結累計期間の経営成績は以下のとおりです。

売上収益は1,392億１千８百万円（前年同期比5.4％の増加）となりました。これは主に、石油製品の販売数量増

加によるものです。

営業活動に係る利益は20億５千６百万円（前年同期比16.0％の増加）、当社株主に帰属する四半期純利益は10億

４千５百万円（前年同期比0.6％の増加）となりました。これは主に、自動車ディーラー事業における新型車の販

売が堅調に推移したことで、ＣＳ小売事業における利幅縮小を吸収したことによるものです。

（※２）ＣＳとは、カーライフ・ステーションの略であり、当社が提案する複合サービス給油所です。

 

③産業ビジネス事業

（単位：百万円）

 
2022年度第１四半期

連結累計期間

2023年度第１四半期

連結累計期間
増減

売上収益 71,216 32,111 △39,105

営業活動に係る利益 2,023 965 △1,058

当社株主に帰属する四半期純利益 1,401 699 △702

 

［船舶燃料販売事業］外航船向けの取引が一部縮小したことにより、販売数量は前年同期を下回りました。

［環境関連事業］AdBlue®（※３）は販路開拓が順調に進んだことにより、販売数量は前年同期を上回りました。

［法人向け自動車燃料給油カード事業］新規顧客開拓を進めたことにより、販売数量は前年同期を上回りました。

 

　当第１四半期連結累計期間の経営成績は以下のとおりです。

売上収益は321億１千１百万円（前年同期比54.9％の減少）となりました。これは主に、原油価格の下落に伴う

販売価格の下落や販売数量の減少によるものです。

営業活動に係る利益は９億６千５百万円（前年同期比52.3％の減少）、当社株主に帰属する四半期純利益は６億

９千９百万円（前年同期比50.1％の減少）となりました。これは主に、産業ガス事業が好調に推移したものの、前

年同期に好調であった船舶燃料販売事業や流通ターミナル事業等の反動によるものです。

（※３）AdBlue®とは、ディーゼル車の排気ガスを分解して無害化する際に使われる世界標準の高品位尿素水。（®AdBlueはドイツ自動

車工業会（VDA）の登録商標です。）
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④電力・ユーティリティ事業

（単位：百万円）

 
2022年度第１四半期

連結累計期間

2023年度第１四半期

連結累計期間
増減

売上収益 22,397 27,711 5,314

営業活動に係る利益 1,387 6,135 4,748

当社株主に帰属する四半期純利益 1,022 3,853 2,831

 

［電力小売事業］低圧販売において新規契約の獲得により前年同期を上回りましたが、高圧販売において採算販売

を行ったことにより、販売数量全体は前年同期を下回りました（※４）。当社グループ全体の電力小売顧客件数は

324千件（前期末比約10千件減少）となりました。

［熱供給事業（※５）］平均気温が前年同期を上回りましたが、節約志向に伴う空調利用の減少により、販売熱量

は前年同期をわずかに下回りました。

 

　当第１四半期連結累計期間の経営成績は以下のとおりです。

売上収益は277億１千１百万円（前年同期比23.7％の増加）となりました。これは主に、資源価格の高騰を受け

た販売価格の上昇によるものです。

営業活動に係る利益は61億３千５百万円（前年同期比342.3％の増加）、当社株主に帰属する四半期純利益は38

億５千３百万円（前年同期比277.0％の増加）となりました。これは主に、大規模太陽光発電所（メガソーラー）

の売却による一過性の利益（営業活動に係る利益に与える影響は50億１千９百万円）によるものです。

（※４）電力事業の販売数量は高圧・低圧共に取次数量を含みます。

（※５）熱供給事業とは、熱源プラントから複数の建物、オフィスビル等に、冷房・暖房等に使用する冷水・温水を導管で供給する事業

です。
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（３）キャッシュ・フローの分析

当社グループでは、コア事業から生みだされたキャッシュ・フローをもとに周辺事業の拡大や新たな事業領域へ

の積極的な投資を推進できる体制を維持しております。

当面の資金調達余力につきましては、潤沢な現金及び現金同等物に加え、十分な当座貸越枠並びに社債（ＣＰ）

発行枠を確保しております。また、これまでも健全な水準を維持してきたネットＤＥＲは△0.21倍となっておりま

す。

（単位：百万円）

 
2022年度第１四半期

連結累計期間

2023年度第１四半期

連結累計期間
増減

営業活動による

キャッシュ・フロー
3,995 8,733 4,738

投資活動による

キャッシュ・フロー
△3,599 13,323 16,922

（フリー・キャッシュ・

フロー）
（396） （22,056） （21,660）

財務活動による

キャッシュ・フロー
3,345 △17,688 △21,033

現金及び現金同等物の増減

額
3,741 4,368 627

為替相場の変動による現金

及び現金同等物への影響額
40 56 16

現金及び現金同等物の四半

期末残高
41,926 36,437 △5,489

 

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末と比

較して44億２千４百万円増加の364億３千７百万円となりました。

 
 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

（単位：百万円）

 
2022年度第１四半期

連結累計期間

2023年度第１四半期

連結累計期間
増減

営業活動による

キャッシュ・フロー
3,995 8,733 4,738

運転資金等の増減 △4,713 3,375 8,088

実質営業キャッシュ・

フロー（※６）
8,708 5,358 △3,350

（※６）営業活動によるキャッシュ・フローから運転資金等（営業債権の増減、棚卸資産の増減、営業債務の増減、その他―純額）を除

いたものです。

 

営業活動の結果得られた資金は87億３千３百万円となりました。主な要因は、税引前四半期利益85億１千９百万

円、減価償却費及び償却費52億３千３百万円、固定資産に係る損益51億６百万円、法人所得税の支払額48億６千３

百万円によるものです。なお、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期比で47億３千８百万円増加しており

ます。また、実質営業キャッシュ・フローにつきましては前年同期比で33億５千万円減少しております。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当社グループでは、これまでも投資戦略に基づき常に資本効率を意識した投資を進めております。

投資活動の結果得られた資金は133億２千３百万円となりました。主な要因は、有形固定資産及び投資不動産の

取得による支出23億５千万円、大規模太陽光発電所（メガソーラー）を中心とした有形固定資産及び投資不動産の

売却による収入252億７千１百万円、預け金の増加による支出100億円によるものです。なお、投資活動による

キャッシュ・フローは前年同期比で169億２千２百万円増加しております。
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（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当社グループでは、企業価値向上に向けグループ全体での財務活動の効率化を目指し、グループ金融制度（※７）

により財務マネジメントを強化しております。

財務活動により支出した資金は176億８千８百万円となりました。主な要因は、社債及び借入金の返済額106億７

千１百万円、リース負債の返済による支出27億９千９百万円、当社株主への配当金の支払額29億３千８百万円によ

るものです。なお、財務活動によるキャッシュ・フローは前年同期比210億３千３百万円減少しております。

（※７）グループ金融制度とはグループ間で資金を融通しあうことで資金管理・調達コストを効率化する制度です。

 

（４）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

（５）研究開発活動

該当事項はありません。

 

（６）経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

最近の有価証券報告書における記載から重要な変更はありません。

 

（７）経営者の問題認識と今後の方針について

最近の有価証券報告書における記載から重要な変更はありません。

 

３【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 387,250,000

計 387,250,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
　（2023年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（2023年８月９日）

上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引
業協会名

内容

普通株式 116,881,106 116,881,106
東京証券取引所

プライム市場

単元株式数は100株

であります。

計 116,881,106 116,881,106 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

　該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
　（千株）

発行済株式総
数残高
　（千株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額
 （百万円）

資本準備金残
高（百万円）

2023年４月１日～

2023年６月30日
－ 116,881 － 19,878 － 5,000

 

（５）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（６）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（2023年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

①【発行済株式】

    2023年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
普通株式  

－ －
 3,895,600

完全議決権株式（その他）
普通株式  

1,128,809 －
 112,880,900

単元未満株式
普通株式  

－
１単元（100株）未満の

株式 104,606

発行済株式総数 116,881,106 － －

総株主の議決権 － 1,128,809 －

　（注）「完全議決権株式（その他）」欄の中には、役員向け株式交付信託に係る信託口が所有する当社株式130,100株

（議決権1,301個）が含まれております。

 

②【自己株式等】

    2023年３月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合
　　（％）

伊藤忠エネクス株式会社
東京都千代田区霞が

関三丁目２番５号
3,895,600 － 3,895,600 3.33

計 － 3,895,600 － 3,895,600 3.33

　（注）上記の他、役員向け株式交付信託に係る信託口が所有する当社株式130,100株を要約四半期連結財務諸表上、 

自己株式として処理しております。

 

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期連結累計期間における役員の異動はありません。
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第４【経理の状況】

１．要約四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の要約四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内

閣府令第64号）第１条の２に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たすことから同第93条の規定により、

国際会計基準第34号「期中財務報告」（以下「IAS第34号」という。）に準拠して作成しております。

 

２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（2023年４月１日から2023

年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（2023年４月１日から2023年６月30日まで）に係る要約四半期連結財

務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１【要約四半期連結財務諸表】

（１）【要約四半期連結財政状態計算書】

 

   （単位：百万円）

区分
注記
番号

前連結会計年度末
(2023年３月31日)

当第１四半期連結会計期間末
(2023年６月30日)

（資産の部）    

流動資産    

現金及び現金同等物  32,013 36,437

営業債権  115,920 92,526

その他の短期金融資産  14,251 25,131

棚卸資産  26,176 30,383

未収法人所得税  100 868

前渡金  907 175

その他の流動資産  1,774 1,987

流動資産合計  191,141 187,507

非流動資産    

持分法で会計処理されている投資  31,762 30,269

その他の投資  3,442 3,635

投資以外の長期金融資産  11,508 8,975

有形固定資産  149,920 127,722

投資不動産  12,732 13,160

のれん  521 521

無形資産  20,237 21,099

繰延税金資産  9,354 11,964

その他の非流動資産  2,407 1,460

非流動資産合計  241,883 218,805

資産合計  433,024 406,312
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   （単位：百万円）

区分
注記
番号

前連結会計年度末
(2023年３月31日)

当第１四半期連結会計期間末
(2023年６月30日)

（負債及び資本の部）    

流動負債    

社債及び借入金（短期）  7,026 2,540

営業債務  114,818 97,059

リース負債  10,415 9,577

その他の短期金融負債  5,134 9,483

未払法人所得税  4,748 2,534

前受金  11,031 11,649

その他の流動負債  12,951 12,805

流動負債合計  166,123 145,647

非流動負債    

社債及び借入金（長期）  7,101 500

リース負債  47,263 45,705

その他の長期金融負債  15,454 15,117

退職給付に係る負債  10,344 10,391

繰延税金負債  759 805

引当金  5,515 4,844

その他の非流動負債  137 141

非流動負債合計  86,573 77,503

負債合計  252,696 223,150

資本    

資本金  19,878 19,878

資本剰余金  19,014 19,014

利益剰余金  115,899 118,024

その他の資本の構成要素  66 636

自己株式  △1,896 △1,896

株主資本合計  152,961 155,656

非支配持分  27,367 27,506

資本合計  180,328 183,162

負債及び資本合計  433,024 406,312
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（２）【要約四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

   （単位：百万円）

区分
注記
番号

 前第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
　至 2023年６月30日)

売上収益 5 245,353 214,743

売上原価  △222,979 △193,611

売上総利益  22,374 21,132

その他の収益及び費用    

販売費及び一般管理費  △16,710 △17,146

固定資産に係る損益 10 △20 5,106

その他の損益  52 154

その他の収益及び費用合計  △16,678 △11,886

営業活動に係る利益  5,696 9,246

金融収益及び金融費用    

受取利息  7 18

受取配当金  25 75

支払利息  △215 △194

その他の金融損益  4 △361

金融収益及び金融費用合計  △179 △462

持分法による投資損益  1,332 △265

税引前四半期利益  6,849 8,519

法人所得税費用  △1,893 △2,789

四半期純利益  4,956 5,730

    

四半期純利益の帰属    

当社株主に帰属する四半期純利益  4,442 5,139

非支配持分に帰属する四半期純利益  514 591

計  4,956 5,730
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   （単位：百万円）

区分
注記
番号

 前第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
　至 2023年６月30日)

その他の包括利益（税効果控除後）    

純損益に振替えられることのない項目    

FVTOCI金融資産  △24 198

持分法適用会社におけるその他の包括利益  △17 90

純損益に振替えられる可能性のある項目    

在外営業活動体の換算差額  20 20

キャッシュ・フロー・ヘッジ  － 201

持分法適用会社におけるその他の包括利益  446 △15

その他の包括利益（税効果控除後）計  425 494

四半期包括利益  5,381 6,224

    

四半期包括利益の帰属    

当社株主に帰属する四半期包括利益  4,866 5,633

非支配持分に帰属する四半期包括利益  515 591

計  5,381 6,224

    

      （単位：円）

１株当たり当社株主に帰属する四半期純利益    

基本的 11 39.35 45.54

希薄化後 11 － －
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（３）【要約四半期連結持分変動計算書】

前第１四半期連結累計期間（自　2022年４月１日　至　2022年６月30日）

              （単位：百万円）

 

注記
番号

株主資本  

非支配
持分

 

資本合計
 資本金  

資本
剰余金

 
利益
剰余金

 
その他の
資本の
構成要素

 
自己株式  

株主資本
合計

  

2022年４月１日残高  19,878  18,990  107,617  △315  △1,871  144,297  26,901  171,198

四半期純利益      4,442      4,442  514  4,956

その他の包括利益        424    424  0  425

四半期包括利益      4,442  424    4,866  515  5,381

所有者との取引額                 

配当金 8     △2,825      △2,825  △1,516  △4,341

その他の資本の構成要素から利

益剰余金への振替
     0  △0    －    －

自己株式の取得及び処分          △0  △0    △0

2022年６月30日残高  19,878  18,990  109,234  109  △1,871  146,338  25,900  172,238

 

当第１四半期連結累計期間（自　2023年４月１日　至　2023年６月30日）

              （単位：百万円）

 

注記
番号

株主資本  

非支配
持分

 

資本合計
 資本金  

資本
剰余金

 
利益
剰余金

 
その他の
資本の
構成要素

 
自己株式  

株主資本
合計

  

2023年４月１日残高  19,878  19,014  115,899  66  △1,896  152,961  27,367  180,328

四半期純利益      5,139      5,139  591  5,730

その他の包括利益        494    494  0  494

四半期包括利益      5,139  494    5,633  591  6,224

所有者との取引額                 

配当金 8     △2,938      △2,938  △452  △3,390

その他の資本の構成要素から利

益剰余金への振替
     △76  76    －    －

自己株式の取得及び処分          △0  △0    △0

2023年６月30日残高  19,878  19,014  118,024  636  △1,896  155,656  27,506  183,162

 

EDINET提出書類

伊藤忠エネクス株式会社(E02643)

四半期報告書

16/28



（４）【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

   （単位：百万円）

区分
注記
番号

 前第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
　至 2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー    

税引前四半期利益  6,849 8,519

減価償却費及び償却費  5,570 5,233

固定資産に係る損益 10 20 △5,106

金融収益及び金融費用  179 462

持分法による投資損益  △1,332 265

営業債権の増減  16,359 23,417

棚卸資産の増減  △1,673 △4,202

営業債務の増減  △16,479 △17,781

その他－純額  △2,920 1,941

配当金の受取額  585 984

利息の受取額  7 17

利息の支払額  △229 △153

法人所得税の支払額  △2,941 △4,863

営業活動によるキャッシュ・フロー  3,995 8,733

投資活動によるキャッシュ・フロー    

投資（持分法で会計処理される投資を含む）の

取得による支出
 △419 △400

投資（持分法で会計処理される投資を含む）の

売却及び償還による収入
 28 25

貸付による支出  △264 △124

貸付金の回収による収入  240 49

有形固定資産及び投資不動産の取得による支出  △3,636 △2,350

有形固定資産及び投資不動産の売却による収入 10 74 25,271

無形資産の取得による支出  △460 △1,788

無形資産の売却による収入  1 250

預け金の増減－純額  － △10,000

その他－純額  837 2,390

投資活動によるキャッシュ・フロー  △3,599 13,323
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   （単位：百万円）

区分
注記
番号

 前第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
　至 2023年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー    

社債及び借入金の返済額  △10,002 △10,671

リース負債の返済による支出  △2,834 △2,799

短期借入金の増減－純額  20,522 △444

当社株主への配当金の支払額 8 △2,825 △2,938

非支配持分への配当金の支払額  △1,516 △452

自己株式の取得による支出  △0 △0

その他－純額  － △384

財務活動によるキャッシュ・フロー  3,345 △17,688

現金及び現金同等物の増減額  3,741 4,368

現金及び現金同等物の期首残高  38,145 32,013

為替相場の変動による現金及び現金同等物への影

響額
 40 56

現金及び現金同等物の四半期末残高  41,926 36,437
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【要約四半期連結財務諸表注記】

１．報告企業

伊藤忠エネクス株式会社（以下「当社」という。）は日本に所在する企業であります。その登記されている本

社及び主要な事業所の住所はホームページ(URL https://www.itcenex.com)で開示しております。当社の要約四

半期連結財務諸表は2023年６月30日を期末日とし、当社及び子会社（以下「当社グループ」という。）、並びに

当社グループの関連会社・共同支配企業に対する持分により構成されております。当社グループは主として国内

外における石油製品、ＬＰガスの販売やそれらに付随するサービスの提供、国内における電熱供給などを行って

おります。

 

２．要約四半期連結財務諸表の基礎

IFRSに準拠している旨

当社は「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)第１条の２

に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たすことから、同第93条の規定により、当社の要約四半期連

結財務諸表はIAS第34号に準拠して作成しております。したがって、年次連結財務諸表で要求されている全ての

情報が含まれていないため、前連結会計年度の当社グループの連結財務諸表とあわせて利用されるべきものであ

ります。

また、この要約四半期連結財務諸表は2023年８月９日に当社最高財務責任者　今沢　恭弘により承認されてお

ります。

当社の要約四半期連結財務諸表は、当社の機能通貨である日本円で表示しております。また、表示している全

ての財務情報は百万円未満を四捨五入しております。

 

３．重要性がある会計方針

当社グループが要約四半期連結財務諸表において適用する会計方針は、前連結会計年度に係る連結財務諸表に

おいて適用した会計方針と同一であります。

 

４．見積り及び判断の利用

要約四半期連結財務諸表の作成にあたり、経営者は見積り及び判断を利用しております。経営者による見積り

及び判断は、要約四半期連結財務諸表の報告日の資産、負債の金額及び偶発負債の開示、並びに収益及び費用と

して報告した金額に影響を与えております。

会計上の見積りに利用した仮定は、過去の経験及び利用可能な情報を適切に収集して設定しており、そのため

実績値と異なる可能性があります。なお、見積り及び仮定は経営者により継続して見直しております。これらの

見積り及び仮定の見直しによる影響は、その見積り及び仮定を見直した期間及びそれ以降の期間において認識し

ております。

要約四半期連結財務諸表における重要な会計上の見積り及び見積りを伴う判断は、前連結会計年度に係る連結

財務諸表と同様であります。
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５．売上収益

外部顧客との契約等から認識した売上収益の分解は次のとおりであります。

 

前第１四半期連結累計期間（自　2022年４月１日　至　2022年６月30日）

     （単位：百万円）

 
報告セグメント

合計ホームライフ
事業

カーライフ
事業

産業ビジネス
事業

電力・ユーティ
リティ事業

商品販売等に係る収益 19,581 125,245 69,909 21,459 236,194

その他 26 6,888 1,307 938 9,159

合計 19,607 132,133 71,216 22,397 245,353

(注) その他には、IFRS第16号に基づく賃貸収入等やIFRS第９号に基づくデリバティブ取引に係る損益等が含ま

れております。

　この他に、産業ビジネス事業において、日本政府によるコロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対

策」に基づき実施する施策である、「燃料油価格激変緩和対策事業」により受領する補助金を含んでおり、IAS

第20号「政府補助金の会計処理及び政府援助の開示」に基づき会計処理を行い、要約四半期連結包括利益計算書

の売上収益に含めて表示しております。

 

当第１四半期連結累計期間（自　2023年４月１日　至　2023年６月30日）

     （単位：百万円）

 

報告セグメント

合計ホームライフ
事業

カーライフ
事業

産業ビジネス
事業

電力・ユーティ
リティ事業

商品販売等に係る収益 15,582 132,209 31,195 26,171 205,157

その他 121 7,009 916 1,540 9,586

合計 15,703 139,218 32,111 27,711 214,743

(注) その他には、IFRS第16号に基づく賃貸収入等やIFRS第９号に基づくデリバティブ取引に係る損益等が含ま

れております。

　この他に、産業ビジネス事業において、日本政府によるコロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対

策」に基づき実施する施策である、「燃料油価格激変緩和対策事業」により受領する補助金を含んでおります。

また、電力・ユーティリティ事業において、日本政府による「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対

策」に基づき実施する政策である「電気・ガス価格激変緩和対策事業」による補助金、「電気利用効率化促進対

策事業」による節電プログラムに係る補助金を含んでおります。

　いずれの補助金もIAS第20号「政府補助金の会計処理及び政府援助の開示」に基づき会計処理を行い、要約四

半期連結包括利益計算書の売上収益に含めて表示しております。

 

（報告セグメントの変更等に関する事項）

　前第３四半期連結会計期間及び当第１四半期連結会計期間において、報告セグメントの区分を変更しておりま

す。詳細は、「第４　経理の状況　１　要約四半期連結財務諸表　要約四半期連結財務諸表注記　６　セグメン

ト情報」の（報告セグメントの変更等に関する事項）をご参照ください。

　また、前第１四半期連結累計期間の売上収益の分解は、変更後の報告セグメントの区分に基づき作成したもの

を開示しております。
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６．セグメント情報

前第１四半期連結累計期間（自　2022年４月１日　至　2022年６月30日）

      （単位：百万円）

 

報告セグメント

 
調整額

 
連結ホームライフ

事業
カーライフ

事業
産業ビジネス

事業

電力・ユー
ティリティ

事業
計

売上収益        

外部顧客からの収益 19,607 132,133 71,216 22,397 245,353 － 245,353

セグメント間収益 19 2,326 2,518 380 5,243 △5,243 －

売上収益合計 19,626 134,459 73,734 22,777 250,596 △5,243 245,353

売上総利益 4,465 11,351 3,728 2,830 22,374 － 22,374

営業活動に係る利益 410 1,773 2,023 1,387 5,593 103 5,696

税引前四半期利益 1,329 1,718 2,024 1,693 6,764 85 6,849

当社株主に帰属する四

半期純利益
931 1,039 1,401 1,022 4,393 49 4,442

        

その他の項目        

資産合計 63,943 154,834 71,053 115,341 405,171 35,613 440,784

(注)外部顧客からの収益には、日本政府より受領する補助金が含まれております。詳細は、「第４　経理の状

況１　要約四半期連結財務諸表　要約四半期連結財務諸表注記　５　売上収益」をご参照ください。

セグメント間の取引は、市場価格を参考にして決定しております。

当社株主に帰属する四半期純利益の調整額49百万円は、報告セグメントに配分していない全社損益でありま

す。

資産合計の調整額35,613百万円は、報告セグメントに配分していない全社資産であります。
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当第１四半期連結累計期間（自　2023年４月１日　至　2023年６月30日）

      （単位：百万円）

 

報告セグメント

 
調整額

 
連結ホームライフ

事業
カーライフ

事業
産業ビジネス

事業

電力・ユー
ティリティ

事業
計

売上収益        

外部顧客からの収益 15,703 139,218 32,111 27,711 214,743 － 214,743

セグメント間収益 167 2,106 1,126 151 3,550 △3,550 －

売上収益合計 15,870 141,324 33,237 27,862 218,293 △3,550 214,743

売上総利益 3,820 12,021 2,530 2,761 21,132 － 21,132

営業活動に係る利益又

は損失（△）
△35 2,056 965 6,135 9,121 125 9,246

税引前四半期利益又は

損失（△）
△490 2,011 1,018 5,866 8,405 114 8,519

当社株主に帰属する四

半期純利益又は損失

（△）

△489 1,045 699 3,853 5,108 31 5,139

        

その他の項目        

資産合計 61,856 164,905 56,134 90,348 373,243 33,069 406,312

(注)外部顧客からの収益には、日本政府より受領する補助金が含まれております。詳細は、「第４　経理の状

況１　要約四半期連結財務諸表　要約四半期連結財務諸表注記　５　売上収益」をご参照ください。

セグメント間の取引は、市場価格を参考にして決定しております。

当社株主に帰属する四半期純利益の調整額31百万円は、報告セグメントに配分していない全社損益でありま

す。

資産合計の調整額33,069百万円は、報告セグメントに配分していない全社資産であります。

 

前連結会計年度末（2023年３月31日）

      （単位：百万円）

 

報告セグメント

 
調整額

 
連結ホームライフ

事業
カーライフ

事業
産業ビジネス

事業

電力・ユー
ティリティ

事業
計

資産合計 69,824 163,242 57,633 114,113 404,812 28,212 433,024

(注) 資産合計の調整額28,212百万円は、報告セグメントに配分していない全社資産であります。

 

（報告セグメントの変更等に関する事項）

　　　　　　前第３四半期連結会計期間において、当社の子会社である伊藤忠工業ガス株式会社を「産業ビジネス事業部

　　　　　門」に移管しました。これに伴い、従来「ホームライフ事業部門」に含まれていた伊藤忠工業ガス株式会社の

　　　　　事業を「産業ビジネス事業部門」に含めて記載する方法に変更しております。

　　　　　　また、当第１四半期連結会計期間において、商流変更等に伴い、報告セグメントの区分方法を見直したこと

　　　　　によって、「産業ビジネス事業部門」に含まれていた一部の石油関連取引の区分を「カーライフ事業部門」に

　　　　　変更した他、「カーライフ事業部門」に含まれていたLNG関連取引の区分を「産業ビジネス事業部門」に変更

　　　　　しております。

　　　　　　なお、このセグメント変更に伴い、前第１四半期連結累計期間及び前連結会計年度末のセグメント情報は、

　　　　　変更後の報告セグメントの区分により組替えて表示しております。
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７．企業結合

当第１四半期連結累計期間において、重要な企業結合はありません。

 

８．配当

前第１四半期連結累計期間（自 2022年４月１日 至 2022年６月30日）

 

配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

2022年６月21日

定時株主総会
普通株式 2,825 25 2022年３月31日 2022年６月22日

 

当第１四半期連結累計期間（自 2023年４月１日 至 2023年６月30日）

 

配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

2023年６月14日

定時株主総会
普通株式 2,938 26 2023年３月31日 2023年６月15日

 

９．金融商品の公正価値

（１） 公正価値の測定方法

主な金融資産及び金融負債の公正価値は、次のとおり決定しております。金融商品の公正価値の測定において、

市場価格が入手できる場合は、市場価格を用いております。市場価格が入手できない金融商品の公正価値に関して

は、将来キャッシュ・フローを割り引く方法、又はその他の適切な評価方法により測定しております。

 

現金及び現金同等物

満期までの期間が短期であるため、公正価値は帳簿価額とほぼ同額であります。

 

営業債権、営業債務、その他の短期金融資産（預け金）

短期間で決済されるため、公正価値は帳簿価額とほぼ同額であります。

 

その他の短期金融資産（有価証券）、その他の投資

市場性のある有価証券の公正価値は取引所の価格によっております。市場性のない株式は、主に修正純資産法

（対象会社の保有する資産及び負債の公正価値を参照することにより、公正価値を算定する方法）により、公正

価値を測定しております。

また、その他の投資において償却原価で測定される金融資産は主に公社債であり、公正価値は帳簿価額とほぼ

同額であります。

 

投資以外の長期金融資産（長期貸付金）、その他の短期金融資産（１年内長期貸付金）

長期の貸付金の公正価値については、同程度の信用格付を有する貸付先又は顧客等に対して、同一の残存期間

で同条件の貸付又は信用供与を行う場合の金利を用いて、将来キャッシュ・フローを割り引く方法により測定し

ております。

 

その他の短期金融資産（デリバティブ）、その他の短期金融負債（デリバティブ）、その他の長期金融負債（デ

リバティブ）

レベル１及びレベル２のデリバティブは、市場価格や取引先金融機関等から提示された価格に基づき測定して

おります。レベル３のデリバティブは、割引率等を見積もった上で、観察不能なインプットとして使用し、イン

カム・アプローチ等により測定しております。

 

社債及び借入金

帳簿価額と公正価値がほぼ同額であるとみなされる場合を除き、社債及び借入金の公正価値については、同一

の残存期間で同条件の借入を行う場合の金利を用いて、将来キャッシュ・フローを割り引く方法により測定して

おります。
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（２） 償却原価で測定される金融商品

償却原価で測定される金融商品の公正価値は次のとおりであります。

   （単位：百万円）

 

前連結会計年度末
（2023年３月31日）

当第１四半期連結会計期間末
（2023年６月30日）

帳簿価額 公正価値 帳簿価額 公正価値

償却原価で測定される金融資産：     

投資以外の長期金融資産（長期貸付金）及び

その他の短期金融資産（１年内長期貸付金）
840 774 914 835

償却原価で測定される金融負債：     

社債及び借入金 14,127 13,601 3,040 3,035

 

（３） 要約四半期連結財政状態計算書において認識している公正価値測定のヒエラルキー

IFRS第13号「公正価値測定」は、公正価値の測定に利用するインプットの重要性を反映させた公正価値の階層を

用いて、公正価値の測定を分類することを要求しております。

 

公正価値の階層は、以下のレベルとなっております。

レベル１―活発な市場における同一資産・負債の市場価格

レベル２―直接又は間接的に観察可能な、公表価格以外の価格で構成されたインプット

レベル３―観察不能な価格を含むインプット

公正価値の測定に使用される公正価値の階層のレベルは、公正価値の測定の重要なインプットのうち、最も低い

レベルにより決定しております。

なお、公正価値ヒエラルキーのレベル間の振替は、振替を生じさせた事象又は状況の変化が生じた日に認識して

おります。

 

公正価値の階層ごとに分類された、要約四半期連結財政状態計算書に公正価値で認識している金融資産及び金融

負債は次のとおりであります。

 

   （単位：百万円）

 

前連結会計年度末
（2023年３月31日）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

資産：     

その他の投資     

FVTPL金融資産 － － 212 212

FVTOCI金融資産 2,586 － 644 3,230

その他の短期金融資産（デリバティブ）     

ヘッジに指定されないデリバティブ 26 235 － 261

 合計 2,612 235 856 3,703

負債：     

その他の短期金融負債（デリバティブ）     

ヘッジに指定されないデリバティブ 41 240 － 281

その他の長期金融負債（デリバティブ）     

ヘッジに指定されたデリバティブ － 289 － 289

 合計 41 529 － 570
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   （単位：百万円）

 

当第１四半期連結会計期間末
（2023年６月30日）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

資産：     

その他の投資     

FVTPL金融資産 － － 195 195

FVTOCI金融資産 2,364 － 1,076 3,440

その他の短期金融資産（デリバティブ）     

ヘッジに指定されないデリバティブ 28 951 － 979

 合計 2,392 951 1,271 4,614

負債：     

その他の短期金融負債（デリバティブ）     

ヘッジに指定されないデリバティブ 160 396 － 556

 合計 160 396 － 556

 

なお、前連結会計年度及び当第１四半期連結会計期間において、レベル１，２及び３の間の振替は行っておりま

せん。

 

レベル３に区分される金融資産については、当第１四半期連結累計期間において、重要な変動は生じておりませ

ん。

 

10．固定資産に係る損益

電力・ユーティリティ事業における大規模太陽光発電所（メガソーラー）について、2023年6月30日付で

25,211百万円で売却したことに伴い、固定資産売却益5,019百万円を計上しています。

 

11．１株当たり利益

前第１四半期連結累計期間及び当第１四半期連結累計期間における、基本的１株当たり利益の計算は次のとお

りであります。

 

  
 前第１四半期連結累計期間
　 （自 2022年４月１日
　　 至 2022年６月30日）

 当第１四半期連結累計期間
　 （自 2023年４月１日
　　 至 2023年６月30日）

当社株主に帰属する四半期純利益 （百万円） 4,442 5,139

発行済普通株式の加重平均株式数 （千株） 112,880 112,855

基本的１株当たり当社株主に帰属する四

半期純利益
（円） 39.35 45.54

（注）希薄化後１株当たり当社株主に帰属する四半期純利益については、希薄化効果を有する潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。

 

12．重要な後発事象

該当事項はありません。

 

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

2023年８月９日

伊藤忠エネクス株式会社

取締役会　御中

 

有限責任監査法人トーマツ

　　　東　京　事　務　所

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 中 村     進

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 藤 春 暁 子

 

監査人の結論

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている伊藤忠エネクス

株式会社の2023年４月１日から2024年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（2023年４月１日から2023

年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（2023年４月１日から2023年６月30日まで）に係る要約四半期連結財務諸

表、すなわち、要約四半期連結財政状態計算書、要約四半期連結包括利益計算書、要約四半期連結持分変動計算書、要約

四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び要約四半期連結財務諸表注記について四半期レビューを行った。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の要約四半期連結財務諸表が、「四半期連結財務諸表の用語、様

式及び作成方法に関する規則」第93条により規定された国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠して、伊藤忠エネク

ス株式会社及び連結子会社の2023年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営

成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかっ

た。

 

監査人の結論の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「要約四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の

責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立

しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を

入手したと判断している。

 

要約四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠して要約四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するこ

とにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない要約四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために

経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　要約四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき要約四半期連結財務諸表を作成する

ことが適切であるかどうかを評価し、国際会計基準第１号「財務諸表の表示」第４項に基づき、継続企業に関する事項を

開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

要約四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から要約四

半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

　・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ

ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して

実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認

められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、要約四半期連結財務諸表において、国際会計基準第１号「財
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務諸表の表示」第４項に基づき、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。ま

た、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において要約四半期連結財

務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する要約四半期連結財務諸表の注記事項が適切で

ない場合は、要約四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人

の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企

業として存続できなくなる可能性がある。

　・　要約四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠していないと信じさ

せる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた要約四半期連結財務諸表の表示、構成及び内

容、並びに要約四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認めら

れないかどうかを評価する。

　・　要約四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手す

る。監査人は、要約四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人

は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な

発見事項について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合

又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

 

　以　上

 

（注）１．上記の四半期レビュー報告書の原本は当社（四半期報告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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